
2019年3月1日

2　主催　浦安市サッカー協会一種委員会

3　主管　浦安市サッカー協会一種委員会エンジョイリーグ運営委員会

4　期間 2019年4月　～　2020年3月

5　会場 浦安市総合公園球技場、その他

6　参加資格 (1)浦安市サッカー協会一種委員会に登録している個人で構成されたクラブ

(2)参加選手がスポーツ保険等の傷害保険に加入していること

(3)エンジョイリーグの細則を順守できる個人とクラブ

(4)参加クラブの登録者は市内他クラブと重複をしていなこと

(5)参加クラブは浦安市在住・在勤・在学もしくは出身小、出身中学校が浦安市で千葉県内にお住いの方が6名以上登録していること。

7　運営委員会 各クラブ1名以上の運営委員を選出し、構成する。

8　競技運営方法

(1) 試合時間　20分ハーフ （20 - 5 - 20）を基本とするが、両クラブ合意の上で1時間枠の範囲内で取り決めることができる。

(2) リーグ戦の順位は勝ち点方式とする。（勝ち＝3点､負け＝0点､引き分け＝1点）

(3) 勝ち点が同じ場合の順位の決め方　①得失点差､②総得点､③直接対戦の結果

9　参加申し込み 2019年3月22日までに以下の手続きを行うこと。
(1) 浦安市サッカー協会ＨＰ（http://www.ufa.jp/）一種委員会ページより「エンジョイリーグ2019申込書兼登録書」をダウンロード
(2) 記入済みの「エンジョイリーグ2019申込書兼登録書（写真付き）」をメールにて送信（送信先：ufa1enjoy@gmail.com）
(3) (2)を運営委員会が確認した時点で、協会加盟及びエンジョイリーグ参加申込みがあったものとみなし、参加費用の振込が確認できた時点で申し込み完了
・エンジョイリーグ参加料 12,000円 個人登録料 1名に付き500円
（*例：18名登録するチームの場合、参加料12,000円＋18名x500円＝21,000円）

10　ユニフォーム ユニフォームについては特に規定はせずビブスでの参加も認めるが、同一色で統一するよう各クラブで準備をすること。

11　審判 審判は別途定められる割り当てに従い、担当クラブが行う。

1 試合成立はキックオフ時点での人数8名以上とし、それに満たない場合は不戦敗とする。

8名以上である場合、相手クラブと合意ができれば、同人数（9対9、10対10）での対戦や他クラブからのヘルプを借りた試合も可能とする。

ヘルプは浦安市サッカー協会一種委員会エンジョイリーグに登録参加している個人に限る。

参加資格者以外のヘルプ出場は認めず、犯したクラブは不戦敗とする。

人数不足のクラブは前後の試合のクラブや相手クラブからヘルプを借りることが出来るが、その場合相手クラブは人選の拒否権を持つ。

2 審判は資格がなくてもできることとする。エンジョイリーグを審判経験の場として有効に活用すること。

3 選手、監督は審判の決定に必ず従う事。審判へのクレーム、口頭またはジェスチャー等によるアピールは一切認めない。

※上記は全てイエローカードの対象となります。

4 警告は累積とせず、各試合のみとするが、悪質行為、非紳士的行為が発生、または頻繁に警告を受ける選手についての対応は、
    

一種エンジョイリーグ運営委員会の判断にゆだねることとする。

5 スライディングは全面禁止とし犯した場合は直接FKとする。スライディングタックルではなくても、スライディングしてのシュート、

センタリングなど、スライディングでのプレー自体も禁止とする。

特に相手にプレイヤーに向けたスライディング行為は安全確保のため、イエローカードの対象とする。対人向けであったか否かは主審の判断とする。

GKは自陣ペナルティエリア内であればこの限りではない。

6 正当なチャージであっても、相手に対して激しく体をぶつけるプレーは禁止とする。犯した場合は直接FKとする。

7 交代人数の制限は定めない。また、交代した選手も再度出場を可能とする。　交代出場には主審の許可が必要。

8 すねあては必ず着用のこと。ネックレス、ピアス、指輪、ネックウォーマーの着用は禁止。

9 試合中のけが・事故に関し、各クラブの責任において傷害保険等にて対処すること。

10 各会場の注意事項、規則を遵守すること。ゴミは必ず各自で持ち帰ること。喫煙は所定の場所で行うこと。

11 サッカー初心者でも楽しく参加できるよう、参加クラブ全体で協力すること。

12 雷雨の場合の判断を早く確実に行うよう、60分前を基本にキャプテン同士で決定し、中止の場合はリスケを行う。

13 不戦敗が累積2回となったクラブは、2020年度のエントリーは不可とする。

※　上記細則以外についてはの競技規則は（財）日本サッカー協会競技規則に準じる。
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細　則

1　目的　　参加各位の健康増進を図ること、また生涯サッカーに携わる同士の仲間作りの機会とすることを目的とする。

(5) 会場の準備は、原則として第1試合のクラブが協力して行い、後片付けは最終試合のクラブが協力して行うこと。

(6) メンバー及び用具チェックからグラウンド明け渡しまでを1時間の中で行うこと。時間超過は認めず試合時間短縮で調整する。

(7)照明は日没が予測された時点での主審のクラブがそれ以降の枠すべての照明代金を立替え、その領収書をもって後日精算

(4) 不戦敗の場合は、過去最も多かった得点差平均の０−２点とする。


